
2023 年 5 月 8 日 

三菱電機ビルソリューションズ株式会社 

当社製品が有する著作権について 

当社製品に搭載している昇降機の運行に関わるソフトウェアは三菱電機株式会社、 

三菱電機ビルソリューションズ株式会社及びそれらの子会社（以下、当社等という） 

が著作権・著作者人格権を有する著作物です。 

（１）ソフトウェアに係る著作権等の知的財産権は当社等が所有し、

お客様（本製品の所有者）に移転されません。

（２）ソフトウェアの一部または全部を複製、複写、転載、転用、改変、削除する

ことは著作権等の侵害にあたります。

（３）ソフトウェアの転載、転用、改変、削除がもたらす影響（故障、事故等）に

ついては、責任を負いかねます。

（４）ソフトウェアはお客様に開示致しません。また、ソフトウェアを解明するための

行為（逆アセンブル、逆コンパイル、その他のリバースエンジニアリング）を禁止

します。


